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五城目小学校改築工事は、本年10月の完成
を目指して進め、本年度は全体の３割が完成
することとなっています。
今のところ、降雪も少なく、工事は順調に
進捗しています。
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１階の壁面型枠と外部足場が立っています。
１階の高さが見えてきました。

体育館からの通路部分。
左側はトイレなどのスペースです。

お問い合わせ　町健康福祉課（☎852・5180）
　　　　　　　　秋田中央保健所（☎855・5170）

お申し込み
五城目朝市わくわく盛り上げ隊！
（　wakuwakumoriage＠gmail.com）

町では、がん治療に伴うウィッグ（かつら）または乳房補正具
などを使用している方に、医療用補正具の購入費用の一部を助成
しています。▲

対象となる方
　以下のすべてに該当する方が対象です。
　・�申請日時点で五城目町に住所があり現に居住している方
　・�がん治療に伴い脱毛または乳房を切除し、平成31年４月以降
に補正具を購入した方

　・�秋田県がん患者医療用補正具助成事業の承認決定を受けてい
る方▲

助成内容
　・�助成対象となる補正具は、ウィッグと乳房補正具とし、１人
当たりそれぞれ１個に限ります。

　・�助成限度額はウィッグ２万円、乳房補正具１万円です。▲

申請に必要な書類
　先に県で実施している助成事業に申請し承認決定を受けてから
下記の書類をそろえ、町に申請してください。
　❶�五城目町がん患者医療用補正具購入費助成金交付申請書
　❷��がん治療を受けていることが分かる書類の写し
　❸��購入した補正具の領収書の写し
　❹��秋田県がん患者医療用補正具助成事業承認決定書の写し
　※�❶の申請書は、町健康福祉課にあります。❷と❸について
は、県に提出した書類と同一のものが望ましいです。▲

申請期限　３月31日㈫▲

申 請 先　町健康福祉課

婦人科の病気や健診の大切さについ
て、現役医師の２人がお答えします。▲

日　　時　２月22日㈯
　　　　　　午後３時～午後５時▲

会　　場　いちカフェ（朝市通り）▲

演　　題　�「なぜ大切？乳がん検診
と婦人科健診」「乳腺領域
と婦人科領域とQ＆A」▲

講　　師　�稲葉亨さん（いなば御所
野乳腺クリニック院
長）、安田師仁さん（あ
きたレディースクリニッ
ク安田院長）▲

対　　象　女性（男性も可）▲

定　　員　30人（先着）▲

参 加 費　無料▲

主　　催　�五城目朝市わくわく盛り
上げ隊！▲

申し込み　�以下のメールアドレスへ
お申し込みください。

▼立候補予定者説明会
　�　五城目町議会議員一般選挙に立候補を予定している
方はご出席ください。
　・日　　時　２月20日㈭　午後２時～
　・会　　場　役場２階　正庁

▼主な日程
　・告 示 日　３月24日㈫
　・投開票日　３月29日㈰
※�立候補届の受付は、告示日の午前８時30分から午後
５時までです。

▼期日前投票
　・期　　間　３月25日㈬～28日㈯の４日間
　・時　　間　午前８時30分～午後８時
　・場　　所　役場３階　会議室
※�告示日の３月24日㈫は、期日前投票も不在者投票も
できません。
※�五城目町議会議員一般選挙のお知らせは、広報ごじょ
うめ３月号にも掲載します。

任期満了に伴う五城目町議会議員一般選挙を、３月29日㈰に行います。

選挙に関するお問い合わせ　町選挙管理委員会（☎852・5318）
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♦90歳を迎えられた方（１月20日現在）
　１月 7日　⃞⃞　⃞⃞さん（東磯ノ目）
　１月10日　⃞⃞⃞⃞⃞さん（畑　　町）
　１月15日　⃞⃞⃞⃞⃞さん（岡本一区）
　１月20日　⃞⃞⃞⃞⃞さん（岡本二区）

お問い合わせ　町商工振興課（☎852・5222）

「湖東３町プレミアム付商品券購入引換
券」または「湖東３町プレミアム付商品券」
をお持ちの方は、期限をご確認のうえ、期
限内に購入・使用いただきますようお願い
します。
本商品券は使用期限を過ぎると、使用で

きませんのでご注意ください。

▶商品券購入期限　令和２年２月28日㈮
▶商品券使用期限　令和２年２月29日㈯

１月20日をもって、商品券担当室を廃
止しました。本商品券の対応は、引き続き
町商工振興課で行います。お問い合わせは、
下記までお願いします。


